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大和市規則第３０号 

   大和市消防吏員の服制等に関する規則の一部を改正する規則 

大和市消防吏員の服制等に関する規則（昭和３９年大和市規則第２号）の一部を次のように改正

する。 

別表第１女性冬服の項中「右上前とする」の次に「ほかは、男性冬服上衣と同様とする」を加え、

同表女性ネクタイの項中「濃赤色」を「濃紺色」に改め、同表第４図を次のように改める。 

第４図 

   男性冬服 
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            前面            後面 
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別表第１第８図を次のように改める。 

第８図 

女性冬服 

                         上衣                   

                   前面                   後面              

 

 

 

 

 

 

                    

                  スカート 
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ズボン 

            前面             後面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に貸与されている貸与品については、改正後の大和市消防吏員の服制

等に関する規則の相当規定により貸与されたものとみなす。 


